






※お子様一人につき1回の申請が必要です!STEP2

初めてのご利用の際のみ、新規登録が必要となります。

登録はこちらから　➡ 新規登録はここから

変更届は、姫路市のオンライン手続ポータルサイトから提出することができます。

電子申請について（各種変更届）

STEP1 STEP2 STEP3

利用者登録

▶

申請情報の入力
本人確認書類のアップロード

（トップページ）

▶

手続き開始・完了メール

STEP1

◇トップページより
　手続き一覧（個人向け）➡ カテゴリ（子育て・教育）➡ こども保育課（フォルダ）より
必要な手続きを選択してください。詳細は次のページを参照してください。

※申請者の本人確認のため、運転免許証や支給認定証の画像アップロードが必要です。

注）４月入所申込みの一次受付、二次受付に関するものは各受付期間内に提出してください。
申請をやり直す際は、申請を取り下げしてから再申請をしてください。正しく反映できない場合が
あります。



※お子様一人につき1回の申請が必要です!STEP2

初めてのご利用の際のみ、新規登録が必要となります。

登録はこちらから　➡ 新規登録はここから

変更届は、姫路市のオンライン手続ポータルサイトから提出することができます。

電子申請について（各種変更届）

STEP1 STEP2 STEP3

利用者登録

▶

申請情報の入力
本人確認書類のアップロード

（トップページ）

▶

手続き開始・完了メール

STEP1

◇トップページより
　手続き一覧（個人向け）➡ カテゴリ（子育て・教育）➡ こども保育課（フォルダ）より
必要な手続きを選択してください。詳細は次のページを参照してください。

※申請者の本人確認のため、運転免許証や支給認定証の画像アップロードが必要です。

注）４月入所申込みの一次受付、二次受付に関するものは各受付期間内に提出してください。
申請をやり直す際は、申請を取り下げしてから再申請をしてください。正しく反映できない場合が
あります。

STEP3

こども保育課から①「受付」②「完了」のメールが届きます。
※②「完了」メールが届くまで審査は終了しておりません。完了メールが届くまで一週間程度かかる場合
があります。
不備等がある場合は、｢却下」メールもしくは「再手続」メールが届きます。
詳細は姫路市オンライン手続ポータルサイトのマイページから確認のうえ、必要な手続きをお願いいたします｡
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連番１、５、８を提出される際は、変更内容について必ず利用されている施設にも連絡してください｡
右記の二次元コードを読み取り、該当する変更届のリンクから申請してください。

（変更届等一覧）

変更希望月の
前月２０日(１７
時まで）
※20日が土･日
･祝日の場合
は直前の開
庁日17時ま
で(注)

世帯内に、特別支援学校幼稚部等へ通うきょうだい
がいるとき

施設入所保留証明書等を申請する
※保護者のマイナンバーカードとクレジットカード
　が必要です。　

内　容 締　切連番 各種届出様式

現在利用している教育・保育施設を退所するとき 退所月の月末日
(17時)１ 教育・保育施設退所届

現在申請している施設の申込みを辞退するとき２ 教育・保育施設辞退届

現在申請している施設や利用希望日､また申請枠(一
般枠から緊急枠への変更等)を変更するとき３ 教育・保育施設変更届

現在申請している児童の普段の「保育状況」を変更
するとき（認可外保育施設の通常保育開始など）４ 保育状況変更届

現在利用（申請）している認定内容を変更するとき
例：保育必要量
　：保育を必要とする事由の変更(求職→就労など)

５ 認定変更届

現在育休復帰に伴う利用の申請をしており、優先順
位についての意向を変更するとき６ 育児休業復帰に伴う利用

申請内容変更届

(きょうだいで新規申請しており）　
きょうだいでの申請の希望内容を変更するとき　７ きょうだい条件変更届

(※申請はきょうだいで1回)

利用申請書に記載している保護者や住所、電話番号
を変更したとき、その他、保護者の単身赴任の登録
や郵送先の指定をするとき
※結婚・離婚・出生前など世帯の変更も含みます。
(市外へ転出された方は別途手続きが必要となりま
すので､こども保育課へお問い合わせください)

８ 保護者・住所・連絡先等
変更届 随時

11

13

多子軽減・副食費免除に
係る申告書

転入後に税資料を提出するとき P.13参照９ 課税証明書・海外収入に
かかる証明書兼申立書

随時

個人番号申告書を提出するとき
※保護者のマイナンバーカードが必要です。10 個人番号申告書 P.13参照

①利用調整結果通知書②利用者負担額決定通知書
③利用者負担額変更通知書④支給認定証⑤施設等利
用給付認定通知書のいずれかを紛失したとき

12 各種再発行申請 随時

諸証明申請書 随時
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記入例

ﾋﾒｼﾞ       ﾀﾛｳ

姫路　太郎

7 10 15

姫路　一郎

ﾋﾒｼﾞ　　ｲﾁﾛｳ

5 2 8☑令和男 5 7

△△こども園
就労先に近いため

○○保育所
自宅から近いため

□□保育園××分園
教育方針に共感したため

✓

✓

✓

✓✓

✓

✓

✓

✓

18令和 4

姫路　太郎

ﾋﾒｼﾞ               ﾀﾛｳ

姫路　花子
ﾋﾒｼﾞ　　　　　ﾊﾅｺ

5父

母

Ｓ59 2

Ｓ61 8

神戸市

神戸市

神戸市

ﾋﾒｼﾞ           ﾘｮｳｺ

姫路　涼子
ﾋﾒｼﾞ           ｱｷｵ

姫路　明夫
ﾋﾒｼﾞ           ﾖｼｵ

姫路　良夫
ﾋﾒｼﾞ           ﾄﾐｺ

姫路　冨美子

兄

姉

祖父

祖母

4

R3 11

Ｈ30 5

23

Ｓ22 5 17

Ｓ26 1 24

△△小学校

○○保育園1号利用中

障害のため通院 〇級姫路△号

祖父の介護

姫路　太郎 父 神戸市中央区下山手通5丁目△番地  

■同上■

079   543   ****

073   654   ****堺市堺区南瓦長△番〇号

姫路市安田4丁目〇番地

姫路市安田4丁目〇番地

飾磨　和己

他界

姫路　良夫

姫路　冨美子

30,000

こども保育課
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2090 1234 ****
1090 4321 ****
3079 987 ****

神戸市中央区下山手通5丁目△番地

姫路市安田4丁目〇番地

650 1234
令和７ 12 15

670 8501

受付印

年 月 日

〒 -

〒 -

（フリガナ）

□
□ 年 月 日

□
□

（フリガナ）　　　　　　　　　　　　　　　

（フリガナ）　　　　　　　　　　　　　　　

（フリガナ）　　　　　　　　　　　　　　　

（フリガナ）　　　　　　　　　　　　　　　

（フリガナ）　　　　　　　　　　　　　　　

（フリガナ）　　　　　　　　　　　　　　　

□ 自宅
□ 職場
□ 親族・知人宅
□ 保育施設等

□ その他

　令和８年度 教育・保育給付認定申請書　兼　施設利用申込書（2・3号認定用） 窓口申請用
(郵送不可)

R8
（宛先）姫路市長 有効期限 令和9年(2027年）3月（利用調整)まで

以下のとおり、施設型給付費・地域型保育給付費に係る支給認定証の交付を申請するとともに、特定教育・保育施設の利用を申し込みます｡
なお、市が利用調整、利用者負担額の算定、副食費の免除対象者の把握等のために申請者及び世帯員の住民税の情報、世帯情報、生活保護関係情

報及び障害者関係情報を確認し、又は閲覧すること、当該情報に基づき決定した利用者負担額及び副食費の免除に関する事項並びに当該情報のうち
子ども・子育て支援法の規定に基づく適切な保育のために必要となる情報を利用決定した特定教育・保育施設に提示すること並びにこの申請の内容
を利用希望施設に提供することに同意します｡　
この申請により保護者間の意思の相違によるトラブル等が生じた際は、申請者の責任において解決し、姫路市には一切迷惑をかけません。

一般枠 〇
緊急枠

母携帯電話
自　宅

-　　　　　-
その他(　　　　　 ) -　　　　　-

現住所
現在、住民登録等している住所を記入してください。方書、棟室番号なども必ず記入してください。

※鉛筆や文字が消えるボールペンは使用しないでください。 申請日

申
請
者
（
保
護
者
）

氏名
（自署）

（フリガナ）
電話番号
優先順位

父携帯電話 -　　　　　-

新住所

児童氏名
性別 生年月日 年齢（令和8年3月31日時点）

日 歳 ヶ月年 月

児童の状況 □身体障害者手帳　□療育手帳　□特別児童扶養手当

利用希望
施設名

第１希望
（希望理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

第２希望
（希望理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

第３希望
（希望理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　利用希望施設が「分園」の場合、必ず分園名まで記入してください。

まで

保育必要量
標準時間（11時間まで） ※ご希望に添えない場合があります。

短時間　（８時間まで） ※利用時間については各施設により異なりますので、事前にご確認ください。

日 から
小学校入学前 まで

利用を希望する期間 年 月

ひとり親家庭の適用 □ 無 ・ □ 有　(□ 離婚 ・ □ 死別 ・ □ 未婚 ・ □ 離婚調停中等(別途証明書の提出が必要です｡）
生活保護の適用 □ 無 ・ □ 有　(担当者名：　　　　　　) ・ □ 申請中(　　　年　　月　　日申請　担当者名：　　　　　　）

保
護
者

氏名 続柄 生年月日 保育を必要とする事由 備考

日
□ 就労　□ 疾病・障害　□ 看護・介護
□ 災害　□ 求職活動　　□ 就学
□ 妊娠・出産　　　　　 □ その他

□ 就労　□ 疾病・障害　□ 看護・介護
□ 災害　□ 求職活動　　□ 就学
□ 妊娠・出産　　　　　 □ その他

身 ・ 療 ・ 精 ・ 年

身 ・ 療 ・ 精 ・ 年

令和7年１月１日の住所 姫路市内・姫路市外 ⇒(　　　　　　　　　　　)都道府県名・市区町村名又は国名を記入
令和8年１月１日の住所 姫路市内・姫路市外 ⇒(　　　　　　　　　　　)都道府県名・市区町村名又は国名を記入

令和7年１月１日の住所 姫路市内・姫路市外 ⇒(　　　　　　　　　　　)都道府県名・市区町村名又は国名を記入

令和8年１月１日の住所 姫路市内・姫路市外 ⇒(　　　　　　　　　　　)都道府県名・市区町村名又は国名を記入

年 月

日年 月

月 日
身・療・特・精・年

年 月

年

日
身・療・特・精・年

年 月 日
身・療・特・精・年

年 月 日
身・療・特・精・年

別居 □無・□有(□単身赴任・□その他)⇒(氏名：　　　　　　　　　続柄：　　　住所：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

祖
父
母
の
状
況

続柄 氏名 住所 電話番号 就労の有無

保
護
者
以
外
の
同
居

の
家
族
・
同
居
人

氏名 続柄 生年月日 勤務先・学校　等 備考

有　・　無

母
方

祖父          -          - 有　・　無

祖母

施設名：

父
方

祖父          -          - 有　・　無

祖母          -          -

         -          - 有　・　無

育児休業からの復帰に伴うお申込みの方で、以下に該当される方のみ☑ください。(てびきP.18よくあるお問合せ⑧参照）

□　希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる。
　　(利用調整基準表の加算指数において10点減点となります）

現
在
の
保
育
状
況

( 父 ・ 母 ・ 祖父 ・ 祖母 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　)) 　　　　　　使用欄
( 父 ・ 母 ・ 祖父 ・ 祖母 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　))

ひとり親
□住民票

市外から転入
□R7 □R8 課税証明書
□個人番号申告書
□転入先住所書類

こども

利用方法：通常保育 ・ 一時預かり ・ その他（ 　　　　　　　　　　　　　）
××こども園

受付者
利用料：　月額　・　日額　　⇒　　　　　　　　円 施設

氏名： 続柄： 住所：

現住所が市外の場合、市内転入後の住所を記入してください。⇒転入予定日：　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　
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記入例
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✓
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他界
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こども保育課
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報及び障害者関係情報を確認し、又は閲覧すること、当該情報に基づき決定した利用者負担額及び副食費の免除に関する事項並びに当該情報のうち
子ども・子育て支援法の規定に基づく適切な保育のために必要となる情報を利用決定した特定教育・保育施設に提示すること並びにこの申請の内容
を利用希望施設に提供することに同意します｡　
この申請により保護者間の意思の相違によるトラブル等が生じた際は、申請者の責任において解決し、姫路市には一切迷惑をかけません。

一般枠 〇
緊急枠

母携帯電話
自　宅

-　　　　　-
その他(　　　　　 ) -　　　　　-

現住所
現在、住民登録等している住所を記入してください。方書、棟室番号なども必ず記入してください。

※鉛筆や文字が消えるボールペンは使用しないでください。 申請日

申
請
者
（
保
護
者
）

氏名
（自署）

（フリガナ）
電話番号
優先順位

父携帯電話 -　　　　　-

新住所

児童氏名
性別 生年月日 年齢（令和8年3月31日時点）

日 歳 ヶ月年 月

児童の状況 □身体障害者手帳　□療育手帳　□特別児童扶養手当

利用希望
施設名

第１希望
（希望理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

第２希望
（希望理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

第３希望
（希望理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　利用希望施設が「分園」の場合、必ず分園名まで記入してください。

まで

保育必要量
標準時間（11時間まで） ※ご希望に添えない場合があります。

短時間　（８時間まで） ※利用時間については各施設により異なりますので、事前にご確認ください。

日 から
小学校入学前 まで

利用を希望する期間 年 月

ひとり親家庭の適用 □ 無 ・ □ 有　(□ 離婚 ・ □ 死別 ・ □ 未婚 ・ □ 離婚調停中等(別途証明書の提出が必要です｡）
生活保護の適用 □ 無 ・ □ 有　(担当者名：　　　　　　) ・ □ 申請中(　　　年　　月　　日申請　担当者名：　　　　　　）

保
護
者

氏名 続柄 生年月日 保育を必要とする事由 備考

日
□ 就労　□ 疾病・障害　□ 看護・介護
□ 災害　□ 求職活動　　□ 就学
□ 妊娠・出産　　　　　 □ その他

□ 就労　□ 疾病・障害　□ 看護・介護
□ 災害　□ 求職活動　　□ 就学
□ 妊娠・出産　　　　　 □ その他

身 ・ 療 ・ 精 ・ 年

身 ・ 療 ・ 精 ・ 年

令和7年１月１日の住所 姫路市内・姫路市外 ⇒(　　　　　　　　　　　)都道府県名・市区町村名又は国名を記入
令和8年１月１日の住所 姫路市内・姫路市外 ⇒(　　　　　　　　　　　)都道府県名・市区町村名又は国名を記入

令和7年１月１日の住所 姫路市内・姫路市外 ⇒(　　　　　　　　　　　)都道府県名・市区町村名又は国名を記入

令和8年１月１日の住所 姫路市内・姫路市外 ⇒(　　　　　　　　　　　)都道府県名・市区町村名又は国名を記入

年 月

日年 月

月 日
身・療・特・精・年

年 月

年

日
身・療・特・精・年

年 月 日
身・療・特・精・年

年 月 日
身・療・特・精・年

別居 □無・□有(□単身赴任・□その他)⇒(氏名：　　　　　　　　　続柄：　　　住所：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

祖
父
母
の
状
況

続柄 氏名 住所 電話番号 就労の有無

保
護
者
以
外
の
同
居

の
家
族
・
同
居
人

氏名 続柄 生年月日 勤務先・学校　等 備考

有　・　無

母
方

祖父          -          - 有　・　無

祖母

施設名：

父
方

祖父          -          - 有　・　無

祖母          -          -

         -          - 有　・　無

育児休業からの復帰に伴うお申込みの方で、以下に該当される方のみ☑ください。(てびきP.18よくあるお問合せ⑧参照）

□　希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる。
　　(利用調整基準表の加算指数において10点減点となります）

現
在
の
保
育
状
況

( 父 ・ 母 ・ 祖父 ・ 祖母 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　)) 　　　　　　使用欄
( 父 ・ 母 ・ 祖父 ・ 祖母 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　))

ひとり親
□住民票

市外から転入
□R7 □R8 課税証明書
□個人番号申告書
□転入先住所書類

こども

利用方法：通常保育 ・ 一時預かり ・ その他（ 　　　　　　　　　　　　　）
××こども園

受付者
利用料：　月額　・　日額　　⇒　　　　　　　　円 施設

氏名： 続柄： 住所：

現住所が市外の場合、市内転入後の住所を記入してください。⇒転入予定日：　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　
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受付印

年 月 日

〒 -

〒 -

（フリガナ）

□
□ 年 月 日

□
□

（フリガナ）　　　　　　　　　　　　　　　

（フリガナ）　　　　　　　　　　　　　　　

（フリガナ）　　　　　　　　　　　　　　　

（フリガナ）　　　　　　　　　　　　　　　

（フリガナ）　　　　　　　　　　　　　　　

（フリガナ）　　　　　　　　　　　　　　　

□ 自宅
□ 職場
□ 親族・知人宅
□ 保育施設等

□ その他

　令和８年度 教育・保育給付認定申請書　兼　施設利用申込書（2・3号認定用） 窓口申請用
(郵送不可)

R8
（宛先）姫路市長 有効期限 令和9年(2027年）3月（利用調整)まで

以下のとおり、施設型給付費・地域型保育給付費に係る支給認定証の交付を申請するとともに、特定教育・保育施設の利用を申し込みます｡
なお、市が利用調整、利用者負担額の算定、副食費の免除対象者の把握等のために申請者及び世帯員の住民税の情報、世帯情報、生活保護関係情
報及び障害者関係情報を確認し、又は閲覧すること、当該情報に基づき決定した利用者負担額及び副食費の免除に関する事項並びに当該情報のうち
子ども・子育て支援法の規定に基づく適切な保育のために必要となる情報を利用決定した特定教育・保育施設に提示すること並びにこの申請の内容
を利用希望施設に提供することに同意します｡　
この申請により保護者間の意思の相違によるトラブル等が生じた際は、申請者の責任において解決し、姫路市には一切迷惑をかけません。

一般枠
緊急枠

母携帯電話 -　　　　　-
その他(　　　　　 ) -　　　　　-

現住所
現在、住民登録等している住所を記入してください。方書、棟室番号なども必ず記入してください。

※鉛筆や文字が消えるボールペンは使用しないでください。 申請日

申
請
者
（
保
護
者
）

氏名
（自署）

（フリガナ）
電話番号
優先順位

父携帯電話 -　　　　　-

新住所

児童氏名
性別 生年月日 年齢（令和8年3月31日時点）

日 歳 ヶ月年 月

児童の状況 □身体障害者手帳　□療育手帳　□特別児童扶養手当

利用希望
施設名

第１希望
（希望理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

第２希望
（希望理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

第３希望
（希望理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　利用希望施設が「分園」の場合、必ず分園名まで記入してください。

まで

保育必要量
標準時間（11時間まで） ※ご希望に添えない場合があります。

短時間　（８時間まで） ※利用時間については各施設により異なりますので、事前にご確認ください。

日 から
小学校入学前 まで

利用を希望する期間 年 月

ひとり親家庭の適用 □ 無 ・ □ 有　(□ 離婚 ・ □ 死別 ・ □ 未婚 ・ □ 離婚調停中等(別途証明書の提出が必要です｡）
生活保護の適用 □ 無 ・ □ 有　(担当者名：　　　　　　) ・ □ 申請中(　　　年　　月　　日申請　担当者名：　　　　　　）

保
護
者

氏名 続柄 生年月日 保育を必要とする事由 備考

日
□ 就労　□ 疾病・障害　□ 看護・介護
□ 災害　□ 求職活動　　□ 就学
□ 妊娠・出産　　　　　 □ その他

□ 就労　□ 疾病・障害　□ 看護・介護
□ 災害　□ 求職活動　　□ 就学
□ 妊娠・出産　　　　　 □ その他

身 ・ 療 ・ 精 ・ 年

身 ・ 療 ・ 精 ・ 年

令和7年１月１日の住所 姫路市内・姫路市外 ⇒(　　　　　　　　　　　)都道府県名・市区町村名又は国名を記入
令和8年１月１日の住所 姫路市内・姫路市外 ⇒(　　　　　　　　　　　)都道府県名・市区町村名又は国名を記入

令和7年１月１日の住所 姫路市内・姫路市外 ⇒(　　　　　　　　　　　)都道府県名・市区町村名又は国名を記入

令和8年１月１日の住所 姫路市内・姫路市外 ⇒(　　　　　　　　　　　)都道府県名・市区町村名又は国名を記入

年 月

日年 月

月 日
身・療・特・精・年

年 月

年

日
身・療・特・精・年

年 月 日
身・療・特・精・年

年 月 日
身・療・特・精・年

別居 □無・□有(□単身赴任・□その他)⇒(氏名：　　　　　　　　　続柄：　　　住所：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

祖
父
母
の
状
況

続柄 氏名 住所 電話番号 就労の有無

保
護
者
以
外
の
同
居

の
家
族
・
同
居
人

氏名 続柄 生年月日 勤務先・学校　等 備考

有　・　無

母
方

祖父          -          - 有　・　無

祖母

施設名：

父
方

祖父          -          - 有　・　無

祖母          -          -

         -          - 有　・　無

育児休業からの復帰に伴うお申込みの方で、以下に該当される方のみ☑ください。(てびきP.18よくあるお問合せ⑧参照）

□　希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる。
　　(利用調整基準表の加算指数において10点減点となります）

現
在
の
保
育
状
況

( 父 ・ 母 ・ 祖父 ・ 祖母 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　)) 　　　　　　使用欄
( 父 ・ 母 ・ 祖父 ・ 祖母 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　))

ひとり親
□住民票

市外から転入
□R7 □R8 課税証明書
□個人番号申告書
□転入先住所書類

こども

利用方法：通常保育 ・ 一時預かり ・ その他（ 　　　　　　　　　　　　　） 受付者
利用料：　月額　・　日額　　⇒　　　　　　　　円 施設

氏名： 続柄： 住所：

現住所が市外の場合、市内転入後の住所を記入してください。⇒転入予定日：　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　

様式第２号（第５条関係）
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①　入所する月
□ 別月入所不可（全員同じ月の保育枠の入所でなければ誰も入所しない）
□ 別月入所可

□ (児童名　　　　　　　　　　　　）のみ先に入所できる時は入所しておきたい
□ 先にひとりでも入所できるのであれば入所しておきたい（★）

② 入所する施設
□ 別施設入所不可(同施設入所のみを希望）（★）
□ 別施設入所可

□ 同施設入所を優先するが、同施設入所ができない場合は、別施設入所も可
□ 同施設入所を優先せず、それぞれの希望順位を優先する

③ その他の条件（希望する施設が二施設以上で①・②共に（★）の項目を選択した方は、必ず下記Ａ、Ｂどちらかを
お選びいただき、Ｂを選ばれる方は、児童名もご記入ください。双子の方はＢをお選びください。）
いずれか1人の児童しか入所できない状況になった場合には □Ａ（  高い希望順位で内定した子 ）を入所させたい

□Ｂ（児童名　　　　　　　　　　　　）を入所させたい

必ず以下の全てを確認し、☑をつけてください。

□なし　□あり□なし　□あり

□　あり □　なし
→以下の項目は内容確認し、未記入のまま提出してください。

□なし　□あり□なし　□あり
食物アレルギーの種類
アナフィラキシーショック □なし　□あり

療育施設(児童発達支援等)の利用　：　□利用中　　施設名（　　　     　　　　　　  　    　）
ルネス花北の利用　：　□利用中　　　□利用予定　（開始予定日：　　 　年　　　月　　　日）

□　はい

種　 類   ： □身体障害者手帳　□療育手帳　□精神障害者保健福祉手帳　□特別児童扶養手当
保育施設で気を付けてほしい
ことや伝えておきたいこと

障害者手帳等の交付を受けていますか
種  類 　 ： □身体障害者手帳　□療育手帳　□精神障害者保健福祉手帳　□特別児童扶養手当
等　級(度)：

□　いいえ□　はい障害者手帳等の交付の申請（予定）はありますか

□　はい □　いいえ

申　請　日   ：         　　　　    年　　　　　月　　　　　日

□　いいえ

□　はい □　いいえ

時期等の具体的な内容　：

食物アレルギーはありますか

けいれんやひきつけの経験はありますか

病名・障害名等：

□　いいえ

□　いいえ

□　いいえ

運動面の発達において気になることがありますか

言語面の発達において気になることがありますか

行動面で気になることがありますか
（落ち着きがない、初めてのこと・場所が苦手等）

先天性の病気や慢性疾患及び発育・発達の相談等で病院や施設を利用している
または利用する予定はありますか

□　はい

□　はい

□　はい

□　はい □　いいえ

　□なし　　□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

きょうだい条件（同時に二人以上申込む場合、記入の上、それぞれの新規申込が必要です）

□
利用前の面談や保育を行う中で、疾病・障害等により児童の安全確保が困難であると認められた場合や、多くの児童と関わり合
いながら生活をすることが著しく困難であると認められた場合は施設を利用できなくなることがあります。

児童氏名

利用決定前に希望施設と面談を行っていただく場合があります。この書類は面談のための基礎資料として記入をお願いするもの
であり、その目的以外に使用することはありません。
できるだけ具体的に漏れのないようご記入ください（内容に虚偽があった場合、施設の内定が取消される場合があります)。

□

健
診
状
況

受診した健診
□4ヵ月
□10ヵ月
□1歳6ヵ月
□3歳

きょうだいが令和8年4月に1号で入所決定
済みの場合は、「別月入所可」にチェック
をしてください。

健
康
状
況

そ
の
他

生年月日 　令和　　　　年　　　　月　　　　日

児童の状況欄

個別に支援が必要な場合（乳幼児健診や医療機関等で助言を受けたことや集団生活において心配されることがある場
合）や児童に障害がある場合はありに、ない場合はなしに☑をつけてください。

児童に個別に支援が必要であると思われる場合や障害がある場合は、事前に希望する施設を見学し、児童の状況や気になること
をお伝えください。□

気になる内容：

気になる内容：

気になる内容：

発
達
状
況

　□なし　　□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
何か指導がありましたか（ある場合は指導内容を記入してください）

　□なし　　□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□なし　　□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

記入必須
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①　入所する月
□ 別月入所不可（全員同じ月の保育枠の入所でなければ誰も入所しない）
□ 別月入所可

□ (児童名　　　　　　　　　　　　）のみ先に入所できる時は入所しておきたい
□ 先にひとりでも入所できるのであれば入所しておきたい（★）

② 入所する施設
□ 別施設入所不可(同施設入所のみを希望）（★）
□ 別施設入所可

□ 同施設入所を優先するが、同施設入所ができない場合は、別施設入所も可
□ 同施設入所を優先せず、それぞれの希望順位を優先する

③ その他の条件（希望する施設が二施設以上で①・②共に（★）の項目を選択した方は、必ず下記Ａ、Ｂどちらかを
お選びいただき、Ｂを選ばれる方は、児童名もご記入ください。双子の方はＢをお選びください。）
いずれか1人の児童しか入所できない状況になった場合には □Ａ（  高い希望順位で内定した子 ）を入所させたい

□Ｂ（児童名　　　　　　　　　　　　）を入所させたい

必ず以下の全てを確認し、☑をつけてください。

□なし　□あり□なし　□あり

□　あり □　なし
→以下の項目は内容確認し、未記入のまま提出してください。

□なし　□あり□なし　□あり
食物アレルギーの種類
アナフィラキシーショック □なし　□あり

療育施設(児童発達支援等)の利用　：　□利用中　　施設名（　　　     　　　　　　  　    　）
ルネス花北の利用　：　□利用中　　　□利用予定　（開始予定日：　　 　年　　　月　　　日）

□　はい

種　 類   ： □身体障害者手帳　□療育手帳　□精神障害者保健福祉手帳　□特別児童扶養手当
保育施設で気を付けてほしい
ことや伝えておきたいこと

障害者手帳等の交付を受けていますか
種  類 　 ： □身体障害者手帳　□療育手帳　□精神障害者保健福祉手帳　□特別児童扶養手当
等　級(度)：

□　いいえ□　はい障害者手帳等の交付の申請（予定）はありますか

□　はい □　いいえ

申　請　日   ：         　　　　    年　　　　　月　　　　　日

□　いいえ

□　はい □　いいえ

時期等の具体的な内容　：

食物アレルギーはありますか

けいれんやひきつけの経験はありますか

病名・障害名等：

□　いいえ

□　いいえ

□　いいえ

運動面の発達において気になることがありますか

言語面の発達において気になることがありますか

行動面で気になることがありますか
（落ち着きがない、初めてのこと・場所が苦手等）

先天性の病気や慢性疾患及び発育・発達の相談等で病院や施設を利用している
または利用する予定はありますか

□　はい

□　はい

□　はい

□　はい □　いいえ

　□なし　　□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

きょうだい条件（同時に二人以上申込む場合、記入の上、それぞれの新規申込が必要です）

□
利用前の面談や保育を行う中で、疾病・障害等により児童の安全確保が困難であると認められた場合や、多くの児童と関わり合
いながら生活をすることが著しく困難であると認められた場合は施設を利用できなくなることがあります。

児童氏名

利用決定前に希望施設と面談を行っていただく場合があります。この書類は面談のための基礎資料として記入をお願いするもの
であり、その目的以外に使用することはありません。
できるだけ具体的に漏れのないようご記入ください（内容に虚偽があった場合、施設の内定が取消される場合があります)。

□

健
診
状
況

受診した健診
□4ヵ月
□10ヵ月
□1歳6ヵ月
□3歳

きょうだいが令和8年4月に1号で入所決定
済みの場合は、「別月入所可」にチェック
をしてください。

健
康
状
況

そ
の
他

生年月日 　令和　　　　年　　　　月　　　　日

児童の状況欄

個別に支援が必要な場合（乳幼児健診や医療機関等で助言を受けたことや集団生活において心配されることがある場
合）や児童に障害がある場合はありに、ない場合はなしに☑をつけてください。

児童に個別に支援が必要であると思われる場合や障害がある場合は、事前に希望する施設を見学し、児童の状況や気になること
をお伝えください。□

気になる内容：

気になる内容：

気になる内容：

発
達
状
況

　□なし　　□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
何か指導がありましたか（ある場合は指導内容を記入してください）

　□なし　　□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□なし　　□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

記入必須
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※複写厳禁
【転入された方、市外に住所登録している方のみご提出ください　P.13参照】

令和　　　年　　　月　　　日
（宛先）姫路市長
※こども保育課窓口のみでの受付となります。

個人番号申告書（こども保育課窓口申請用）

保護者名（申請者名）

私は、教育・保育施設利用のための教育・保育給付認定申請及び施設利用申込みにあたり、個人番号確認書類及び本人
確認書類を提示して個人番号を申告します。また、私以外の世帯員については、私が番号確認及び本人確認を行ったうえ
で個人番号を申告します。

※　以下の欄に、申請児童と生計を一にする世帯の世帯員全員（申請書世帯員に記載した方全員）について記入してください。

世帯員氏名
フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

申請児童
との続柄 生年月日 個人番号

※　提供された個人番号は、施設型給付費・地域型保育給付費の支給等に関する事務及び保育所等の利用についての調整等に
　　関する事務を実施するにあたり必要な個人情報の取得に限って利用します。

こども保育課使用欄

個人番号確認書類 本人確認書類（１点で可） 本人確認書類（２点必要）
□個人番号カード
（１点で可）
□通知カード
（別途右記書類必要）
□個人番号が記載された住民票等
（別途右記書類必要）

□住基カード（顔写真あり）
□運転免許証
□運転経歴証明書
□パスポート
□身体障害者手帳
□精神障害者保健福祉手帳
□療育手帳
□在留カードまたは特別永住者証明書
□その他官公署発行の写真付き身分証
明等で氏名、生年月日または住所の
記載があるもの

□各種健康保険被保険者証
□各種共済組合の組合証
□各種年金証書
□児童扶養手当証書または特別児童扶
養手当証書
□介護保険被保険者証
□後期高齢者医療の被保険者証
□生活保護受給者証
□その他官公署等からの発行書類で氏
名、生年月日または住所の記載があ
るもの

教育・保育施設名 （　在籍中　）

（　　月申請　一般枠　・　緊急枠　）

令和7年1月1日の住所：父(　　　　市) 母(　　　　市)

令和8年1月1日の住所：父(　　　　市) 母(　　　　市)

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

本人

父

母

受付
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【マイナンバー手続時に必要なもの】
令和7年1月2日以降に姫路市に転入された場合、または保護者の一方が姫路市外（海外を除く。）に居住の場合に
マイナンバーを提示される際は以下の書類が必要です。
※夢前・香寺・安富　各健康福祉サービスセンターや家島事務所では受付できません。
　電子申請やこども保育課の窓口で申告してください。

（１）個人番号申告書（裏面記入）
（２）番号確認書類（下記参照）
（３）本人確認書類（下記参照）

マイナンバー提示の際に必要な確認について
● 保護者が手続きする場合　⇨申請者の「番号確認」、申請者の「本人確認」が必要です。

● 代理人が手続きする場合　⇨「代理権の確認」、保護者の「番号確認」、代理人の「本人確認」が
　　　　　　　　　　　　　　　　　必要です。

申請者の番号確認に必要な書類→次のうち、いずれか１点
①通知カード（記載事項に変更がない場合に限る）
②個人番号カード＊
③マイナンバー記載の住民票の写し または 住民票記載事項証明書
　※交付を受ける際に、マイナンバー記載の有無が選択できます。

申請者の本人確認に必要な書類→次のうち、いずれか１点（有効期限内のものに限る）
①住民基本台帳カード（顔写真付きのもの）
②個人番号カード＊
③運転免許証
④運転経歴証明書
⑤旅券（パスポート）
⑥身体障害者手帳
⑦精神障害者保健福祉手帳
⑧療育手帳
⑨在留カード
⑩特別永住者証明書
⑪一時庇護許可書
⑫仮滞在許可書

⑬その他、官公署から発行・発給された書類の
　うち顔写真付きで、かつ「氏名＋生年月日」
　または「氏名＋住所」が記載されているもの。

主な書類（例）

上記書類①～⑬
を１点もお持ち
でない方

「氏名＋生年月日」または「氏名＋住所」が記載されている下記の書類のうち2点
健康保険または介護保険の被保険者証、後期高齢者医療の被保険者証、各種年金証書、
児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証など

代理権の確認に必要な書類
任意代理人
［　同一世帯の親族は不要です　　　　　　　］

委任状
　様式は別途指定。こども保育課までお問い合わせください。

保護者がマイナンバーを利用する手続きをする場合の「番号確認に必要な書類」（上表Ａ）と同じ。（コピー可）

保護者がマイナンバーを利用する手続きをする場合の「本人確認に必要な書類」（上表Ｂ）と同じ。
※代理人の本人確認書類をご用意ください。保護者の本人確認書類は不要です。

＊個人番号カードがあれば、１枚で番号確認と本人確認の両方ができます。

⑨～⑫は、
外国人住民の方
を対象に交付され
るものです。

顔写真に汚れやキズがある場合や、撮影から相当の年数が経過しているなどにより、本人確認が困難な場合には、
別の本人確認書類の提示を求めることがあります。

保護者の番号確認に必要な書類

代理人の本人確認に必要な書類

A

B

戦傷病者手帳、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許
可証、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免
許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認
定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理
者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資
格認定証、小型船舶操縦免許証、警備業法第23条第4項に
規定する合格証明書
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【マイナンバー手続時に必要なもの】
令和7年1月2日以降に姫路市に転入された場合、または保護者の一方が姫路市外（海外を除く。）に居住の場合に
マイナンバーを提示される際は以下の書類が必要です。
※夢前・香寺・安富　各健康福祉サービスセンターや家島事務所では受付できません。
　電子申請やこども保育課の窓口で申告してください。

（１）個人番号申告書（裏面記入）
（２）番号確認書類（下記参照）
（３）本人確認書類（下記参照）

マイナンバー提示の際に必要な確認について
● 保護者が手続きする場合　⇨申請者の「番号確認」、申請者の「本人確認」が必要です。

● 代理人が手続きする場合　⇨「代理権の確認」、保護者の「番号確認」、代理人の「本人確認」が
　　　　　　　　　　　　　　　　　必要です。

申請者の番号確認に必要な書類→次のうち、いずれか１点
①通知カード（記載事項に変更がない場合に限る）
②個人番号カード＊
③マイナンバー記載の住民票の写し または 住民票記載事項証明書
　※交付を受ける際に、マイナンバー記載の有無が選択できます。

申請者の本人確認に必要な書類→次のうち、いずれか１点（有効期限内のものに限る）
①住民基本台帳カード（顔写真付きのもの）
②個人番号カード＊
③運転免許証
④運転経歴証明書
⑤旅券（パスポート）
⑥身体障害者手帳
⑦精神障害者保健福祉手帳
⑧療育手帳
⑨在留カード
⑩特別永住者証明書
⑪一時庇護許可書
⑫仮滞在許可書

⑬その他、官公署から発行・発給された書類の
　うち顔写真付きで、かつ「氏名＋生年月日」
　または「氏名＋住所」が記載されているもの。

主な書類（例）

上記書類①～⑬
を１点もお持ち
でない方

「氏名＋生年月日」または「氏名＋住所」が記載されている下記の書類のうち2点
健康保険または介護保険の被保険者証、後期高齢者医療の被保険者証、各種年金証書、
児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証など

代理権の確認に必要な書類
任意代理人
［　同一世帯の親族は不要です　　　　　　　］

委任状
　様式は別途指定。こども保育課までお問い合わせください。

保護者がマイナンバーを利用する手続きをする場合の「番号確認に必要な書類」（上表Ａ）と同じ。（コピー可）

保護者がマイナンバーを利用する手続きをする場合の「本人確認に必要な書類」（上表Ｂ）と同じ。
※代理人の本人確認書類をご用意ください。保護者の本人確認書類は不要です。

＊個人番号カードがあれば、１枚で番号確認と本人確認の両方ができます。

⑨～⑫は、
外国人住民の方
を対象に交付され
るものです。

顔写真に汚れやキズがある場合や、撮影から相当の年数が経過しているなどにより、本人確認が困難な場合には、
別の本人確認書類の提示を求めることがあります。

保護者の番号確認に必要な書類

代理人の本人確認に必要な書類

A

B

戦傷病者手帳、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許
可証、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免
許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認
定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理
者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資
格認定証、小型船舶操縦免許証、警備業法第23条第4項に
規定する合格証明書
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3034

令和　　年　　月　　日あて先）
姫路市長 申立者（就労予定者）

住　　所

氏　　名 (自署)
児童との続柄（　　　　　）

電話番号

１ 次のとおり誓約します。
申請児童が教育・保育施設を利用した日から３ヵ月以内に就労し、就労先の決定後、すみやかに
「就労（内定）証明書」を提出します。
教育・保育施設利用後３ヵ月以内に私が就労できない場合、教育・保育給付認定の有効期間が
きれるため、この申立書を退所届として取扱い、教育・保育施設利用を解除（退所）されても
異議はありません。

２ 求職活動については、次のとおりです。
⑴　予定している就労内容
（保育の必要性が認められる就労時間は休憩時間を除いて月48時間以上です。）

⑵　方法（複数回答可）
　　□　公共職業安定所に登録済（以下のいずれかを添付してください。）
　　　　□　ハローワークカード（交付から３ヵ月以内のものに限る。）
　　　　□　雇用保険受給資格者証（現在受給中のものに限る。）
　　□　派遣会社等に登録している
　　　（派遣会社名、連絡先等：
　　□　面接予定・面接結果待ち（就労先・連絡先・仕事内容・雇用条件等を記入してください。）

　　　□　その他（具体的に記入してください。）

　⑶　以前の就労先等について（申立者が就労証明書を提出されていた場合は必ずご記入ください。）

３　その他

就労形態 常勤 ・ 非常勤 ・ パートタイム ・ 内職 ・ 臨時 ・ その他 　　　　　　）
職種

就労時間 時　　分　 ～ 　　時　　分
実働（１日 時間） １ヵ月就労日数 日

児童氏名
生年月日 令和 年 月 日

施設名

就 労　先
退職年月日 年　　　　月　　　　日

※自署でない場合、この申立書は無効となります。

保育を必要とする事由が求職活動の場合、保育短時間に認定されます。重要
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令和 年 月 日

※就労証明書のNo.11復職（予定）年月日から育休を短縮し、復帰される場合にご提出ください。
　なお、育休の短縮については事業所の承認が必要になります。P.18⑦参照

（宛先）姫路市長

（保護者記入欄）

（事業所記入欄）

住　　　所

保護者氏名

申込児童氏名

育児休業復帰の短縮に関する申立書

　私は現在、令和　　　年　　　月　　　日まで育児休業を取得しておりますが、教育・保育施設の利用
が決定した場合には速やかに育児休業の短縮を申請し、下表の日程で職場復帰することを申し立てます。

　また、利用開始後15日以内に短縮後の育児休業期間がわかる就労証明書を提出することを確約いた
します。
　なお、上記書類が提出できない場合、あるいは、上記書類の提出後、利用決定月の月末までに復職し
ないこととなった場合には、保育所等を退所（園）することに同意します。

　上記の者に係る育児休業からの復帰については、本人申立のとおり承認いたします。

令和 年 月 日

姫路市こども保育課 認定・利用担当
TEL 079‐221‐2313・2366（育休短縮が可能な月をすべてご記入ください。）

事業所名

代表者名

作成者名

電話番号

利用決定月

令和8年 ４月

令和8年 ５月

令和8年 ６月

令和8年 ７月

令和8年 ８月

令和8年 ９月

令和8年10月

令和8年11月

令和8年12月

令和9年 １月

令和9年 ２月

令和9年 ３月

復帰予定日

令和8年 ４月 日

令和8年 ５月 日

令和8年 ６月 日

令和8年 ７月 日

令和8年 ８月 日

令和8年 ９月 日

令和8年10月 日

令和8年11月 日

令和8年12月 日

令和9年 １月 日

令和9年 ２月 日

令和9年 ３月 日
（お問い合わせ）

41



利用決定月

令和8年 ４月

令和8年 ５月

令和8年 ６月

令和8年 ７月

令和8年 ８月

令和8年 ９月

令和8年10月

令和8年11月

令和8年12月

令和9年 １月

令和9年 ２月

令和9年 ３月

復帰予定日

令和8年 ４月 日

令和8年 ５月 日

令和8年 ６月 日

令和8年 ７月 日

令和8年 ８月 日

令和8年 ９月 日

令和8年10月 日

令和8年11月 日

令和8年12月 日

令和9年 １月 日

令和9年 ２月 日

令和9年 ３月 日

り

取

り

切

線

令和 年 月 日
（保護者記入欄）

（事業所記入欄）

住　　　所

保護者氏名

申込児童氏名

育児休業復帰の短縮に関する申立書

※就労証明書のNo.11復職（予定）年月日から育休を短縮し、復帰される場合にご提出ください。
　なお、育休の短縮については事業所の承認が必要になります。P.18⑦参照

　私は現在、令和　　　年　　　月　　　日まで育児休業を取得しておりますが、教育・保育施設の利用
が決定した場合には速やかに育児休業の短縮を申請し、下表の日程で職場復帰することを申し立てます。

　なお、上記書類が提出できない場合、あるいは、上記書類の提出後、利用決定月の月末までに復職し
ないこととなった場合には、保育所等を退所（園）することに同意します。

　上記の者に係る育児休業からの復帰については、本人申立のとおり承認いたします。

令和 年 月 日

姫路市こども保育課 認定・利用担当
TEL 079‐221‐2313・2366（育休短縮が可能な月をすべてご記入ください。）

事業所名

代表者名

作成者名

電話番号

（宛先）姫路市長

（お問い合わせ）

10 20

姫路市安田4丁目△番地

　　姫路　花子

　　姫路　一郎

　　姫路　二郎

（株）姫路保育食品

姫路営業所長　姫山　城太朗

　　安田　一子

　０７９ ※※※ ※※※※

就労先から承認された育児休業期間が
満了する日付を記入してください。
※就労証明書に記載の最終日

復帰が可能な月の一般枠の利用調整の
対象となります。※P.18⑦参照

代表者の方と作成者の方が
異なる場合でも有効です。

記入例
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　また、利用開始後15日以内に短縮後の育児休業期間がわかる就労証明書を提出することを確約いた
します。



利用決定月

令和8年 ４月

令和8年 ５月

令和8年 ６月

令和8年 ７月

令和8年 ８月

令和8年 ９月

令和8年10月

令和8年11月

令和8年12月

令和9年 １月

令和9年 ２月

令和9年 ３月

復帰予定日

令和8年 ４月 日

令和8年 ５月 日

令和8年 ６月 日

令和8年 ７月 日

令和8年 ８月 日

令和8年 ９月 日

令和8年10月 日

令和8年11月 日

令和8年12月 日

令和9年 １月 日

令和9年 ２月 日

令和9年 ３月 日

り

取

り

切

線

令和 年 月 日
（保護者記入欄）

（事業所記入欄）

住　　　所

保護者氏名

申込児童氏名

育児休業復帰の短縮に関する申立書

※就労証明書のNo.11復職（予定）年月日から育休を短縮し、復帰される場合にご提出ください。
　なお、育休の短縮については事業所の承認が必要になります。P.18⑦参照

　私は現在、令和　　　年　　　月　　　日まで育児休業を取得しておりますが、教育・保育施設の利用
が決定した場合には速やかに育児休業の短縮を申請し、下表の日程で職場復帰することを申し立てます。

　なお、上記書類が提出できない場合、あるいは、上記書類の提出後、利用決定月の月末までに復職し
ないこととなった場合には、保育所等を退所（園）することに同意します。

　上記の者に係る育児休業からの復帰については、本人申立のとおり承認いたします。

令和 年 月 日

姫路市こども保育課 認定・利用担当
TEL 079‐221‐2313・2366（育休短縮が可能な月をすべてご記入ください。）

事業所名

代表者名

作成者名

電話番号

（宛先）姫路市長

（お問い合わせ）

10 20

姫路市安田4丁目△番地

　　姫路　花子

　　姫路　一郎

　　姫路　二郎

（株）姫路保育食品

姫路営業所長　姫山　城太朗

　　安田　一子

　０７９ ※※※ ※※※※

就労先から承認された育児休業期間が
満了する日付を記入してください。
※就労証明書に記載の最終日

復帰が可能な月の一般枠の利用調整の
対象となります。※P.18⑦参照

代表者の方と作成者の方が
異なる場合でも有効です。

記入例
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　また、利用開始後15日以内に短縮後の育児休業期間がわかる就労証明書を提出することを確約いた
します。
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記入例

✓

基本は同居の方の看護
等のみに限ります。
別居で看護等をされて
いる場合は、その必要
性を具体的に記入して
ください。また、月48
時間以上の看護・介護
が必要です。

０７９－＊＊＊－＊＊＊＊

り

取

り

切

線
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記入例

✓

基本は同居の方の看護
等のみに限ります。
別居で看護等をされて
いる場合は、その必要
性を具体的に記入して
ください。また、月48
時間以上の看護・介護
が必要です。

０７９－＊＊＊－＊＊＊＊

り

取

り

切

線
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（姫路市こども保育課使用）

生　年　月　日氏　　　名 性 別

年 月 日 男 ・ 女

住　　所

疾 病 名

症　　状

診断書　（作成から３ヵ月以内のものをご提出ください）

該当するところに をつけてください。
保育の必要性　※複数選択可

注　意
この診断書は保育所等の利用申込みをしようとする保護者が児童の保育ができない状況であることを確認し、
保育の必要性を認定するために使います。
この診断書は姫路市こども保育課においてのみ使用します。
この診断書に関する費用の負担は、受診者になります。
この様式以外の診断書は使用できません。
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

　姫路市こども保育課　認定・利用担当　TEL（079-221-2313・2366）

□ 入院を要する。（入院日：　　年　　月　　日）
□ 入院を要しないが、常時安静が必要である。
□ 家庭での保育が困難である。
□ 上記症状はあるが、家庭での保育は可能である。

家庭での保育が可能になるまでの期間

□ 　　　　 年　　　　 月頃　回復の見込み。

□ １年以上回復が見込まれない。

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　 ）

上記のとおり診断する。

令和　　　年　　　月　　　日　　　　医療機関住所

　　　　　　　　　　　　　医療機関名称

　　　　　　　　　　　　　医 師 氏 名

　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL

昭和

平成

り

取

り

切

線
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り

取

り

切

線

り取り切 線
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令
和
８
年
度
 認
定
区
分
変
更
届
(教
育
・
保
育
）

令
和
８
年
度
 認
定
区
分
変
更
届
(保
育
必
要
量
）





申込先
姫路市

住民登録をしている市町村
（上記※の場合は、姫路市でも可）

保護者の状況
姫路市に住民登録をしており、市外の施設を利用したい

市外に住民登録をしており、姫路市の施設を利用したい

47

　保護者の勤務先や実家が市外にあるなどの特別な理由がある場合は、市外の施設を申込むことが
できます。
　また、市外に住民登録をしている場合でも、姫路市の施設へ申込むことができます。申込みは、
住民登録をしている市町村で行ってください。詳しくは住民登録をしている市町村にお問い合わせ
ください。転入後、転出後は各市町村にて再度手続きが必要となります。
※ただし、利用希望月までに姫路市内に転入予定の場合、姫路市で直接申込が可能です。その場
合には、アパート・マンションの賃貸契約書・売買契約書などの転入されることが確認できる
書類の写しを提出してください。姫路市内在住の親族またはパートナーと同居予定の場合は、
同居される方の住民票を提出してください｡（電子申請可）

　転入予定での申込みで、利用希望月の１日までに転入手続きをされなかった場合、利用申込みは
無効となります。

　利用調整結果については、希望先の市町村から通知があった後、住民登録のある市町村より保護
者の方へ連絡させていただきます。詳しくはこども保育課へお問い合わせください。

　保護者が下記理由に当てはまる、認定こども園・保育所・幼稚園を利用していない児童が対象
〇非定型保育
　(理由）保護者の就労、介護など ➡(利用日数)週３日までで継続的な利用
〇緊急保育
　(理由）保護者の入院・通院、冠婚葬祭等で、短期間家庭で面倒を見る人がいない児童
　　➡(利用日数)最長１ヵ月以内で必要な日数

※上記以外でも利用できる場合があります。制度に関する詳しい内容はこども保育課までお問い
合わせください。

※その他、定員、利用者負担額は各施設によって異なります。ご利用前に
　各施設へ直接連絡してください。
　一時保育事業実施施設は右記の二次元コードより確認してください。
※直接希望施設へ申請してください。

一時保育をお考えの方へ　　※実施施設は変更となる場合があります。

市外施設への申込み・市外からの申込みをお考えの方

保育所等に通っていない児童を対象に、保育所・こども園において、保護者の方の就労要件を問
わず、一定の範囲内で定期的な預かりを行います。
（対　象）姫路市に住所を有する児童で、保育所等に通っていない６ヵ月
　　　　　から満３歳未満の児童
（利用料）1時間あたり300円（園によって実費負担が必要です）
※制度に関する詳しい内容はＨＰをご確認ください。

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について

（誰でも通園制度について）

（一時保育について）



姫路市 こども保育課　認定・利用担当
〒670 8501 姫路市安田四丁目 1番地
電話番号 221－2313・2366
窓口開庁時間９：0 0～17：0 0

このてびきは１年間大切に保管してください。

その他のお問い合わせ

保育に関する施設や子育て支援事業等の利用に関するご相談

放課後児童クラブ（学童保育）に関すること
　　　　　　　　　　　　　　 …………………こども総務課（079 221 2789）
病児・病後児保育に関すること …………………こども支援課（079 223 5640）
施設の監査に関すること …………………………幼保連携政策課（079 221 2738）

こども保育課利用者支援相談窓口
　利用者支援相談窓口では子育て家庭のニーズに合わせて、幼稚園・保育所・認定こども園などの施設
や、各種の保育サービスに関する情報提供、および、利用に向けての支援を行っています。電話相談・
予約相談も受け付けております。
〇電話：079-221-2840
　〇相談受付時間：9：00～17：00(月～金）
　　窓口相談を希望される場合、右記の二次元コードより予約してください。

リモート相談窓口について
  支所・サービスセンターと市役所本庁を専用の端末でつなぎ、本庁に行かなくても相談ができる窓口
です。
〇開設場所：広畑支所、白浜支所、安室サービスセンター
　〇開設日時：平日(年末年始を除く)10：00～17：00まで（12：00～13：00を除く）
　　利用希望の方は、右記の二次元コードより予約してください。　

姫路市 こども保育課　認定・利用担当

●

●
●

（教育・保育施設一覧）

（姫路市ホームページ）（内閣府 ここdeサーチ）

（窓口相談）

（リモート相談窓口）


